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◎当資料に関してご留意いただきたい事項 

• 当資料はラッセル・インベストメント証券投信投資顧問株式会社が投資に関する一般的情報

の提供及び当社の商品・サービスの紹介を目的として発行会社の許諾を得て転載したもの

であり、特定の運用商品の推奨等の投資勧誘を目的としたものではありません。また金融商

品取引法に基づく開示書類ではありません。 

• 投資信託は、株式および公社債等値動きのある証券に投資しますので、組入株式や

組入公社債等の価格の下落ならびにそれらの発行会社の倒産または財務状況の悪

化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、これらに加

え外貨建資産を保有する場合、外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高にな

った場合には、基準価額が下落し損失を被ることがあります。したがって、元金が保

証されているものではありません。投資した資産の価値の減少を含むリスクは投資

信託をご購入のお客様が負います。 

• リスクは上記に限定されるものではありません。投資信託の取得のお申し込みに当たって

は、必ず当該商品の投資信託説明書（目論見書）を販売会社でお受け取りになり、「投資リス

クおよび留意点」等、内容をご確認の上、ご自身でご判断下さい。 

• 投資信託には、「お申し込み時」、「ご換金時」、「保有期間中」にご負担いただく手数料等の

諸費用が発生します。投資信託の取得のお申し込みに当たっては、必ず当該商品の投資信

託説明書（目論見書）を販売会社でお受け取りになり、「手数料および税金」等、内容をご確

認の上、ご自身でご判断下さい。 

• 投資信託は、預金、保険契約とは異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対

象ではありません。 

• 金融商品取引業者以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではあり

ません。 

「ラッセル・インベストメント・グループ」および「ラッセル」は、フランク・ラッセル・カンパニーおよびその

子会社等の総称です。 ラッセルによる事前の書面による許可がない限り、サイトの全部または一部

の複製、転用、配布はいかなる形式においてもご遠慮下さい。  
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